
定 例 会 議
高 知 警 察 署 新 庁 舎 の 完 成 に つ い て

令和４年３月16日

資 料 装 備 施 設 課

１ 新庁舎の概要

(1) 所在地

高知市北本町一丁目10番12号

(2) 敷地面積・延べ床面積

敷地面積：2,731.10㎡ 延べ床面積：10,669.65㎡

(3) 構造等

２ 契約

(1) 契約日

平成30年10月15日

(2) 契約の相手方・契約金額（総額：49億8,108万4,400円）

３ 今後の予定等

(1) 引 渡 し：令和４年３月22日

(2) 開 署 式：令和４年４月21日

(3) 業務開始：令和４年４月24日 午後５時

(4) 令和４年度中に現庁舎を解体後、駐車場として整備予定

【資料１】

契約内容 契約の相手方 契約金額

建築主体工事  清水建設・大旺新洋特定建設工事共同企業体  40億1,321万5,000円

電気設備工事  荒川電工・高知クリエイト特定建設工事共同企業体  ４億3,146万円

衛生設備工事  関西・ヨシカワ特定建設工事共同企業体  ２億1,824万6,400円

空調設備工事  昭栄・濱田特定建設工事共同企業体  ３億1,816万3,000円

工期　　平成30年10月16日～令和４年２月28日

庁舎棟
7,565.55㎡

ＲＣ造

免震構造

９階 電気室、発電機室

８階 柔道場、剣道場

７階 会議室、通信機械室

６階 交通課、警備課

５階 生活安全課、刑事第二課

４階 刑事第一課

３階 署長室、警務課、地域控室

２階 留置管理課、留置施設

１階
総合窓口

地域課、会計庶務課

車庫棟

3,104.10㎡

鉄骨造

耐震構造

４階 倉庫

３階 取調室、霊安室、保護室

２階 車庫、倉庫

１階 車庫



定 例 会 議 警察官Ａ（特別募集）の結果及び令和４年度 令和４年３月16日

資 料 警察官採用募集について 警 務 課

１ 警察官Ａ（特別募集）の結果

(1) 試験結果

(2) 最終合格者の出身校等

・ 大学

高知県２人、高知県を除く四国内１人、中国地方３人、関西地方１人

・ 出身県

高知県６人、京都府１人

２ 試験日程

３ 募集活動

(1) 就職適齢者を対象とした就職説明会の開催

(2) リクルーターの活用

(3) オープンキャンパス、インターンシップの開催

(4) オンライン説明会の開催

(5) ＨＰ、ＳＮＳ等を活用した情報発信

(6) デジタルサイネージ広告の活用

(7) 公共交通機関の車内へ募集用ポスターを掲示

採用予定人員 申込者数 １次受験者数 １次合格者数 ２次受験者数 ２次合格者数

5 37 29 15 15 7

４月４日
（月曜日）

４月４日
（月曜日）

 試   　験  　 名
試験案内
公開日

申込み
受付期間

第１次
試験日

第１次
試験会場

第２次
試験日

最終合格
発表時期

７月上旬
～

７月中旬
７月下旬

警察官Ａ採用試験
(対象：大卒及び大卒見込者)

警察官Ｂ採用試験
(対象：大卒及び大卒見込者以外)

7月14日
（木曜日）

８月15日
（月曜日）

～
９月６日
（火曜日）

10月16日
（日曜日）

高知会場
幡多会場

11月上旬
～

11月中旬
12月上旬

～
５月10日
（火曜日）

６月４日
（土曜日）

高知会場
大阪会場
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定 例 会 議
令 和 ３ 年 中 の 少 年 非 行 情 勢 に つ い て

令和４年３月16日

資 料 少年女性安全対策課

１ 非行少年等の推移 単位：人

２ 刑法犯少年、触法少年（刑法）の罪種別・学職別状況

３ 再非行少年の状況

４ いじめに起因する事件・校内暴力

刑法犯少年 触法少年(刑法) 小計 特別法犯少年 触法少年(特別法) 小計

H29 104 47 151 21 1 22 3 2,098
H30 108 46 154 15 1 16 0 1,725
R１ 94 61 155 19 0 19 0 1,689
R２ 78 50 128 31 2 33 0 1,374
R３ 94 57 151 34 2 36 1 1,568

前年比 16 7 23 3 0 3 1 194

刑法犯 特別法犯
ぐ犯少年 不良行為少年

人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比

-1 -1 0 -1

小学生 -1 3 -2 19 -1 14 1 4 -1 2 4 -1 28 -5

中学生 14 6 27 13 2 8 6 8 5 3 2 1 -1 3 1 27 19 72 38

高校生 -2 6 2 9 -2 -1 3 5 -1 1 2 1 -1 9 1 26 -1

2 -2 -1 1 1 1 -2 1 -1 3 -3

3 -3 6 3 3 2 2 1 1 2 -1 3 -2 14 -3

1 2 2 -3 1 1 -3 3 1 8 -2

1 -3 28 3 65 7 5 0 27 7 18 2 9 -2 5 -1 6 0 46 17 151 23

万引き 乗り物盗 その他
知能犯

合計

合計

児

童

生

徒

大学生・その他学生

有職少年

無職少年

風俗犯凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯

未就学

占有離脱物横

領等その他
侵入窃盗

H29 H30 R1 R2 R3 前年比

刑法犯少年
触法少年（刑法） 151 154 155 128 151 23

再非行少年 54 51 48 40 44 4

再非行率 35.8% 33.1% 31.0% 31.3% 29.1% -2.2pt

人数 件数 人数 件数

H29 0 0 6 6

H30 4 1 2 2

R1 0 0 4 4

R2 0 0 5 4

R3 2 2 8 6

前年比 2 2 3 2

いじめに起因する事件 校内暴力
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【資料３】

５ 特別法犯少年、触法少年（特別法）の罪種別・学職別状況

その他は、麻薬等特例法４人、廃棄物処理法３人。

６ 不良行為少年の補導状況

７ 福祉犯被害少年の罪種別・学職別状況

８ 今後の対策

(1) 再非行防止に向けた立ち直り支援活動等の推進

(2) 非行防止教室等による規範意識の醸成の推進

(3) ＳＮＳに起因する子供の性被害防止対策の推進

・福祉犯検挙件数は45件

（前年比＋３件）

・検挙人員は44人

（前年比＋13人）

人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比 人数 前年比

小学生以下 -1 0 -1

中学生 -1 1 1 2 1 3 1

高校生 -1 -1 8 4 2 1 -5 10 -2

2 1 1 1 -1 1 1 4 2

5 3 -2 2 2 2 -2 1 0 4 0 14 1

2 2 1 1 -1 -1 2 1 5 2

7 4 0 -2 0 -2 12 7 4 2 3 -2 3 -1 7 -3 36 3

合計

児
童
・
生
徒
等

大学生・その他学生

有職少年

無職少年

合　　　計

大麻取締法 銃刀法
青少年保護
育成条例

児童買春・
児童ポルノ

禁止法
その他軽犯罪法

覚醒剤
取締法

迷惑防止
条例

被 害 罪 名
小学生
以下

中学生 高校生
大学生

その他学生

有職少年
無職少年

合計 前年比

青少年保護育成条例 4 12 4 20 12
児童買春・児童ポルノ
禁 止 法 1 4 1 6 -5

児 童 福 祉 法 2 2 1

風 営 適 正 化 法 2 6 8 8

未成年者喫煙禁止法 1 2 3 -2

そ の 他 0 -1

計 1 10 20 0 8 39

前 年 比 1 1 8 0 3 13

人数
前年

同期比
人数

前年

同期比
人数

前年

同期比
人数

前年

同期比
人数

前年

同期比
人数

前年

同期比
人数

前年

同期比
人数

前年

同期比

飲 酒 4 -1 12 -21 12 -10 11 -2 35 -2 15 -13 89 -49

喫 煙 1 1 82 34 129 -20 11 -1 32 182 -31 142 37 579 20

深 夜 は い かい 8 2 169 102 255 -59 -2 2 -5 101 26 179 97 714 161

不 健 全 娯 楽 7 2 -9 1 1 8 -6

そ の 他 13 -8 70 23 63 31 1 1 -4 17 14 14 11 178 68

合 計 22 -5 332 160 459 -78 24 -12 45 -11 335 7 351 133 1568 194

児童・生徒
大学生 無職少年 合計

小学生以下 中学生 高校生
その他学生 有職少年



定 例 会 議
直 轄 警 察 犬 の 新 規 購 入 に つ い て

令和４年３月16日

資 料 鑑 識 課

１ 購入に至る経緯

本県においては、昭和60年以降、直轄警察犬２頭体制で運用していたが、昨年５

月に１頭（９歳）が病死したことから、新規犬の補充を検討していたところ、県外

の警察犬訓練所において警察犬の適性を有する犬を確認し、本年２月24日購入補充

したもの。

２ 新規直轄警察犬

国費犬 １頭

犬名：ヨークⅡ フォン マインリーベ（愛称：リュウ）

犬種：ジャーマンシェパード 牡 11か月（令和３年４月生）

配置：令和４年２月24日

【資料４】



定 例 会 議
「犯罪等の予防に係る連携協定」の締結について

令和４年３月16日

資 料 警 備 第 一 課

１ 協定締結機関

(1) 高知県商工会議所連合会及び各商工会議所管内事業者

(2) 高知県商工会連合会及び各商工会管内事業者

(3) 高知県警察本部及び各警察署

２ 協定の目的

県警察が、両連合会とそれぞれ連携し、事業者が対象となり得る犯罪等を未然に

防止するとともに、従業員やその家族、地域住民を犯罪や事故の被害から守る活動

を推進することで、安全で安心な高知県を実現していくことを目的とする。

３ 協定における連携事項

(1) 事業者が対象となる犯罪等の予防に関すること

(2) 高知県の安全安心に関すること

(3) その他必要と認められること

４ 協定に基づく具体的活動

(1) 警察官が個別に事業者を訪問し、最新の防犯情報等を提供することにより、事

業者の自主的な防犯活動を支援する。

(2) 事業者から寄せられた困りごと相談等に対して、専門的な知見から助言やアド

バイスを行う。

(3) 従業員やその家族が抱える問題点についても、警察として必要な支援の手を差

し伸べる。

５ 協定締結式の開催について

(1) 日時

令和４年３月23日(水)午後４時から

(2) 場所

高知市本町一丁目６番24号 高知商工会議所 会頭室

【資料５】



県警察と商工会議所連合会との連携

高知県警察本部

連 携 協 定 の 締 結

高知県商工会議所連合会

警 察 ⇒ 事 業 所
～ 情 報 提 供 ・ 支 援 助 言 ～

◇ 企業を狙った犯罪の手口
◇ 各種制度改正のポイント
◇ サイバー犯罪の手口
◇ 交通事故防止対策
◇ 防災対策 等

連 携 方 法
● 警察官による事業者訪問
◇ 犯罪の被害に遭わないための情報提供（警察⇔事業所）
◇ 各種相談、困りごと、意見・要望の把握（事業所⇒警察）
◇ 問題解決のための支援、助言（警察⇒事業所）

● 県警察が作成した広報誌の配布（会報への折り込み配布）
● セミナーの開催
● ホームページのリンク
● Ｆメール登録の加入促進

目 的
◆ 高知県商工会議所連合会と高知県警察本部が連携し、事業者等が対象となる犯罪を
未然に防止するとともに、従業員やその家族、地域住民を犯罪の被害から守る活動を
推進することにより、安全で安心な高知県を実現する

事 業 所 ⇒ 警 察
～ 情 報 提 供 ・ 各 種 相 談 ～

◇ 事件・事故に関する情報
◇ 各種相談
◇ 意見・要望
◇ その他

各商工会議所各 警 察 署

警 察 官 会 員 事 業 者

連
絡
調
整

支
援

支
援

指
示

各種相談・意見要望

支援・助言

相互連携

情報提供



定 例 会 議
令和４年度初任科入校式の挙行について

令和４年３月16日

資 料 警 察 学 校

１ 日時・場所

令和４年４月７日（木）午前10時～ 警察学校体育館

２ 式次第

(1) 開式のことば

(2) 国歌斉唱

(3) 任命

(4) 宣誓

(5) 入校許可

(6) 学校長式辞

(7) 本部長訓示

(8) 高知県公安委員会委員長祝辞

(9) 祝電披露

(10) 校歌斉唱

(11) 閉式のことば

３ 入校生及び入校期間

(1) 第76期短期初任科

21名（うち女性５名）

令和４年４月１日（金）から同年９月27日（火）まで（180日間）

(2) 第90期初任科

36名（うち女性８名）

令和４年４月１日（金）から令和５年１月27日（金）まで（302日間）

(3) 第32期一般職員初任科

25名（うち女性13名）

令和４年４月５日（火）から同月26日（火）まで（22日間）

４ 出席者

(1) 高知県公安委員会委員長

(2) 本部長

(3) 部長及び学校長等

５ その他

新型コロナウイルスの感染状況により、出席者が変更となる場合があります。

【資料６】
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